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Ⅰ．社会教育主事課程

社会教育主事とは、地域住民の多様な学習・文化活動を側面から援助することを目的とした社会教育行政の職員

として、都道府県及び市区町村の教育委員会事務局に配属される職員です。社会教育を行う者に専門的技術的な助

言と指導を与えることを職務内容としており、このことは社会教育法によって規定されています。

専門的教育職員とされているので、地方公共団体によっては、特別採用を行う場合もありますが、通常は一般職

として採用し、のちに本人の希望その他により社会教育の職場に配属となる形をとる例が多いようです。また、社

会教育・生涯学習関係の団体、企業等において社会教育主事資格を有することを条件として職員として勤務する例

もみられます。

なお、本学で所定の単位を修得した場合、｢社会教育主事となるための単位修得証明書｣を卒業時に交付します。

【履修上の注意】

場合によって、受講人員の制限や、受講科目の指定を行うことがあります。

【社会教育主事課程開講講座表】

法令上の科目 大学における開講科目 開講学年
履修方法 備考

科目名 単位数 科目名 開講 単位

生涯学習概論
生涯学習概論Ⅰ 半期 ○

単位必修
生涯学習概論Ⅰ 半期 ○

社会教育計画
社会教育計画Ⅰ 半期 ○

社会教育計画Ⅱ 半期 ○

社会教育演習
社会教育実習
社会教育課題研究
のうち
一以上の科目

社会教育演習Ⅰ 半期 ○

単位以上
選択必修

社会教育演習Ⅱ 半期 ○

社会教育実習Ⅰ
半期
集中

○

社会教育実習Ⅱ
半期
集中

○

社会教育課題研究Ⅰ 半期 ○

社会教育課題研究Ⅱ 半期 ○

社会教育特講Ⅰ
（現代社会と社会
教育）

社会教
育特講
Ⅰ～Ⅲ

青少年問題と社会教育Ⅰ 半期 ○

単位以上
選択必修

青少年問題と社会教育Ⅱ 半期 ○

成人教育Ⅰ 半期 ○

成人教育Ⅱ 半期 ○

人権教育論 半期 ○

家庭教育論 半期 ○

ジェンダーと社会教育 半期 ○

現代社会と社会教育 半期 ○

社会教育特講Ⅱ
（社会教育活動・
事業・施設）

社会教育施設Ⅰ 半期 ○

単位以上
選択必修

社会教育施設Ⅱ 半期 ○

企業内教育Ⅰ 半期 ○

企業内教育Ⅱ 半期 ○

図書館概論 半期 ○

図書館制度・経営論 半期 ○

博物館概論 半期 ○

博物館情報・メディア論 半期 ○

社会教育事業と活動 半期 ○

（次頁に続く）
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法令上の科目 大学における開講科目 開講学年
履修方法 備考

科目名 単位数 科目名 開講 単位

社会教育特講Ⅲ
（その他必要な科
目）

社会教
育特講
Ⅰ～Ⅲ

教育の原理※ 半期 ○

単位以上
選択必修

教職課程科目
教育と社会※ 半期 ○

マスコミュニケーション論Ⅰ 半期 ○

文学部
専門教育科目

マスコミュニケーション論Ⅱ 半期 ○

日本美術史 半期 ○

日本美術史 半期 ○

現代文化論※ 半期 ○

映像文化論※ 半期 ○

少年法 ※ 半期 ○

法学部
専門教育科目

少年法 ※ 半期 ○

消費者法 半期 ○

地方自治論 ※ 半期 ○

地方自治論 ※ 半期 ○

行政学 半期 ○

行政学 半期 ○

地域社会問題入門 半期 ○

経済学部
専門教育科目

消費者主権の経済学※ 半期 ○

消費情報教育※ 半期 ○

社会保障の基礎 半期 ○

少子高齢社会と社会保障※ 半期 ○

地域教育社会学 半期 ○

人間開発学部
専門教育科目

地域社会と健康指導 半期 ○

健康管理論 半期 ○

体育社会学 半期 ○

計 計

○で示す開講学年で履修することが望ましいが、その学年以降であれば履修することができる。

※ 教職課程履修者のみ履修できる。

※ 日本文学科の学生のみ履修できる。

※ 法学部の学生のみ履修できる。

※ 経済学部の学生は履修できない。ただし、経済学部専門教育科目「地方自治Ⅰ」を修得した場合は「地方自治論 」、「地

方自治Ⅱ」を修得した場合は「地方自治論 」の単位として充当できる。

※ 経済学部の学生のみ履修できる。

※ 史学科・哲学科、法学部、経済学部、神道文化学部の学生のみ履修できる。


